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去
る
、
６
月
28
日
、
７
月
５
日

の
両
日
、
中
国
電
力
南
原
グ
ラ
ウ

ン
ド
に
お
い
て
、
健
康
保
険
組
合

連
合
会
広
島
連
合
会
主
催
の
軟
式

野
球
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
当
健
保
組
合
の
代
表
と
し
て
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
株
式
会
社
ヒ

ロ
テ
ッ
ク
が
勝
ち
進
み
、
決
勝
戦

で
は
、
広
島
県
自
動
車
販
売
健

康
保
険
組
合
の
代
表
チ
ー
ム
と
対

戦
、
５
対
３
で
勝
利
し
、
４
年
連

続
の
優
勝
を
飾
り
ま
し
た
。

　
株
式
会
社 

ヒ
ロ
テ
ッ
ク
チ
ー

ム
の
皆
さ
ん
、優
勝 

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

健
保
連
広
島
連
合
会

　
　
軟
式
野
球
大
会
で

株
式
会
社 

ヒ
ロ
テ
ッ
ク

１０月は健康強調月間です１０月は健康強調月間です
生活習慣病予防普及月間

　

健
康
保
険
組
合
連
合
会
や
健
康

保
険
組
合
は
、
み
な
さ
ん
が
健
康

に
つ
い
て
改
め
て
見
つ
め
直
す
機
会

と
し
て
も
ら
う
よ
う
、
10
月
を
健

康
強
調
月
間
に
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
健
康
づ
く
り
に
関

す
る
各
種
事
業
の
実
施
を
通
じ

て
、
生
活
習
慣
病
予
防
の
普
及
啓

発
を
行
い
、
皆
様
の
健
康
の
保
持
・

増
進
を
図
る
。

　

ま
た
、
健
康
無
関
心
層
へ
生
活

習
慣
改
善
へ
の
気
づ
き
を
与
え
、

健
康
寿
命
の
延
伸
に
つ
な
げ
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
、

今
回
60
回
目
と
な
り
ま
す
。

　

昨
今
、
企
業
等
に
お
い
て
は
、

テ
レ
ワ
ー
ク
な
ど
の
加
速
に
よ
り

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
、

生
産
性
の
向
上
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
方
で
通
勤
時
間
短

縮
に
よ
る
身
体
活
動
量
の
減
少
や

生
活
リ
ズ
ム
の
乱
れ
に
よ
る
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
リ
ス
ク
の

増
加
、
生
活
習
慣
病
の
悪
化
に
加

え
、
高
齢
者
世
代
に
お
け
る
ロ
コ

モ
テ
ィ
ブ
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
進
行
な

ど
の
健
康
課
題
へ
の
取
り
組
み
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

健
康
強
調
月
間
を
機
に
、
も
う

一
度
自
ら
の
健
康
を
見
つ
め
直
し
、

生
活
習
慣
の
改
善
を
図
っ
て
み
ま

せ
ん
か
。

優勝
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ジェネリック医薬品　差額通知について

対 象 者

送付時期

当健保組合では、ジェネリック医薬品差額通知を実施しています。
通知を受け取った方は、お財布にやさしいジェネリック医薬品に切り替えてみませんか？

ジェネリック医薬品に切り替えることで、一定額以上の負担軽減が見込まれる方

10月中旬（予定）

に
直
接
申
し
込
み
を
し
て
受
け

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

②
補
助
金
の
申
請
に
は
、
医
療
機

関
の
領
収
書
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　
領
収
書
に
は
接
種
年
月
日
・
医

療
機
関
名
・
接
種
者
氏
名
・
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
代

で
あ
る
こ
と
の
記
載
が
必
要
で

す
。

③
事
業
所
の
担
当
者
の
方
が
取
り

ま
と
め
て
健
保
組
合
に
申
請
し

ま
す
の
で
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
を
受
け
ら
れ
た
方
は

領
収
書
（
写
）
を
事
業
所
の
担

当
者
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

④
申
請
期
限
は
「
令
和
８
年
２
月

28
日
」
健
保
組
合
必
着
と
い
た

し
ま
す
。

　
な
お
、
補
助
金
は
事
業
主
ま
た

は
代
表
者
の
指
定
口
座
に
振
り
込

み
ま
す
の
で
、
事
業
所
の
方
か
ら

受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
健
康
保
険
組
合
で
は
保
健
事
業

の
一
環
と
し
て
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
方
に
対
し

て
、
費
用
の
一
部
補
助
を
実
施
し

ま
す
。

　
補
助
金
申
請
の
対
象
者
は
、
接

種
日
に
資
格
を
有
す
る
被
保
険

者
・
被
扶
養
者
で
、
令
和
７
年
10

月
１
日
か
ら
令
和
８
年
１
月
31
日

の
間
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
を
受
け
た
方
で
す
。

　
一
人
１
回
（
２
回
接
種
の
場

合
で
も
１
回
の
補
助
）、
上
限

１
０
０
０
円
（
予
防
接
種
代
が

１
０
０
０
円
未
満
の
場
合
は
そ
の

額
）
を
補
助
し
ま
す
。

※
た
だ
し
、
13
歳
未
満
の
被
扶
養

者
が
２
回
接
種
を
し
た
場
合
は
、

１
回
目
と
同
様
の
費
用
補
助
を
実

施
し
ま
す
。

①
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を

受
け
ら
れ
る
方
は
、
医
療
機
関

　
当
組
合
で
は
、
健
康
保
険
法
施

行
規
則
第
50
条
に
基
づ
き
、
定
期

的
に
被
扶
養
者
の
再
確
認
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
方
に
は
「
被
扶
養

者
届
（
被
保
険
者
用
）」
を
作
成

し
、
各
事
業
所
に
送
付
し
ま
す
の

で
、
記
入
の
う
え
必
要
書
類
を
添

付
し
事
業
主
を
経
由
し
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
就
職
な
ど
に
よ
り
勤
務

先
で
健
康
保
険
に
加
入
し
た
方
、

ま
た
は
左
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当

さ
れ
る
方
は
、
被
扶
養
者
と
し
て

認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
抹
消
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
被

扶
養
者
（
異
動
）
届
に
必
要
事
項

を
記
入
し
保
険
証
を
添
付
の
う
え

事
業
主
を
経
由
し
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

１
．
主
と
し
て
被
保
険
者
の
収
入

に
よ
り
扶
養
さ
れ
て
い
な
い

方
。

２
．
認
定
対
象
者
の
年
収
が

１
３
０
万
円
（
60
歳
以
上

及
び
障
害
者
の
場
合
は

１
８
０
万
円
）を
超
え
る（
見

込
み
の
）
方
。

３
．
認
定
対
象
者
の
年
収
が
被
保

険
者
の
年
収
の
２
分
の
１
を

超
え
る
方
。

４
．
別
居
さ
れ
て
い
る
方
で
、
被

保
険
者
か
ら
の
仕
送
り
額

（
援
助
額
）
よ
り
多
い
収
入

の
あ
る
方
。

５
．
曾
祖
父
母
、
祖
父
母
、
父
母
、

配
偶
者
、
子
、
孫
、
兄
弟
姉

妹
以
外
の
方
で
別
居
さ
れ
て

い
る
方
。

※
令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
は
配

偶
者
を
除
く
「
19
歳
以
上
23
歳
未

満
」
の
収
入
要
件
が
、
年
間
収
入

１
５
０
万
円
未
満
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

　
被
扶
養
者
資
格
の
再
確
認
は
、

被
扶
養
者
と
な
っ
て
い
る
方
が
、

そ
の
後
も
被
扶
養
者
の
認
定
要
件

を
満
た
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。

　
被
扶
養
者
の
要
件
を
満
た
さ
な

く
な
っ
た
方
が
、
届
出
漏
れ
に
よ

り
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
、
本
来
不

要
な
保
険
給
付
が
発
生
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
健
保
組
合
の
健
全
運
営
の
た
め

に
必
要
な
調
査
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

被扶養者
資格の

再確認に
ついて

インフルエンザ
予防接種費用
補助のご案内
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でできる
大腸がん検診

詳しくは、各事業所担当者 または 
健康保険組合にお尋ねください。

※申込後、未受検の場合でも検査キットの
費用は発生します。

　申込みされた場合は、必ず受検いただき
ますようお願いします。

　健康保険組合では、『大腸がん』の早期発見のため、
ご家庭で簡単に検体を採取し、それを郵送すること
によって検査が受けられる便潜血検査による『大腸
がん検診』を行っております。
　この機会にぜひ受検されることをお勧めします。

30歳以上の被保険者 及び 被扶養者

令和7年9月1日～令和8年2月27日

検査キット代等は、健康保険
組合が全額負担します。

各事業所担当者に
お申し込みください。

１．検診対象者

２．期　　間

３．検診費用

４．申込方法

自宅
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